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指定寄附金制度の
申請事務の流れについて

石川県総務部総務課法規グループ
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申請の事前準備 ①

○申請を検討している宗教法人は、以下のことについて調査・検討を
 行います。

○上記の調査・検討を行うにあたり、必要に応じ、

 石川県総務課法規グループまでご相談ください。

○寄附金の募集の対象となる施設

○寄附金の募集を行う必要性
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申請の事前準備 ②

＜指定寄附金制度の対象となる建物等＞

①建物    土地の定着物であって、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、
  その目的とする用途に使用できるもの

②その附属設備   暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属す
る設備

③構築物 土地に定着する土木設備又は工作物

④土地 原状回復事業の一環として要する、敷地の盛土などの整地、地盤
改良等は対象

⑤その他固定資産  宗教法人が所有している固定資産であり、神具、仏具・仏像等が
対象
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申請の事前準備 ③

○宗教法人内部で、以下の①～③の意思決定を行います。

○意思決定の方法については、各法人の規則で定められた方法に従
 います。

① 能登半島地震復旧寄附金の募集を行うこと

② 原状回復事業のための特別会計を設定し、金融機関に一の口座を開設

 すること

→既に専用口座を開設した場合も、本制度のための口座を新設する必要

③ 募集方法

→広く一般に募集し、ごく少数の特定の寄附者を対象とした募集方法は

 認められない。
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所轄庁への申請（必要書類について）

○様式１から様式５までの書類の作成

○資料の添付

○所轄庁による確認の期限：令和９年１２月３１日まで

様式１「能登半島地震により滅失又は損壊をした公益的な施設等の復旧のために募集する寄附金

   が指定寄附金として適当である旨の確認申請について」

様式２「能登半島地震により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のための寄附金の募集要綱」

様式３「寄附金に係る事業及び資金概況書」

様式４「建物等の概要」

様式５「公共・公益法人の概要」
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申請に当たってのご相談

○一見複雑に見えますが、手順に沿って必要事項を書き込んでいけ
ば、それほど難しいものではありません。

○申請に向けた事前準備の段階から、ご相談に応じます。

○まずは、石川県総務課法規グループまでお気軽にご連絡ください。

石川県総務課法規グループ

電話番号：076ー225ー1232

メールアドレス：houki@pref.Ishikawa.lg.jp
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申請書類の書き方（様式１：確認申請書）

○知事あて（文部科学大

 臣所轄の宗教法人は、文

部科学大臣あて）に提出

○所在地、法人名、代表者

 の欄には、備付け書類等の

 情報を記入
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申請書類の書き方（様式２：募集要綱 ①）

○募集目標額は被害状況、

 法人の規模から勘案して現

 実的な金額を記入

○寄附金の募集を行う期間に

 ついて、申請の際には、募集

 の開始日は空欄のままで可
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申請書類の書き方（様式２：募集要綱 ②）

○寄附金の受け入れを行う口

 座について、銀行名、支店

 名、口座番号を記入
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申請書類の書き方（様式２：募集要綱 ③）

○寄附金の実績報告（極力

 １月ごと）、原状回復事業

 実績及び支出実績（１年

 ごと）を定期的に公開し、そ

 の公表手段について記載

【公表手段の具体例】

ホームページ（包括宗教法人のホーム

ページ でも可）、機関誌、法人規則に

よる公告方法

○募集に要する経費は、事業

 規模、事業比率などを勘案

 し、合理的な範囲内とする
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申請書類の書き方（様式３：事業及び資金概況書 ①）

③原状回復費

 原状回復に要する費用

の総額を記入

→募集に要する経費（パ

 ンフレット印刷代など）も

 含む

⑥募集方法

 募集要綱(様式2)の「

2.募集方法」を記載   
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申請書類の書き方（様式３：事業及び資金概況書 ②）

⑦寄附金の募集の目的

原状回復対象となる建

物等を記載

⑧原状回復事業費の概

要

建物等の種類ごとに具

体的な建物等の原状回  

復事業の内容を記載し、

それぞれについて原状回 

復費を記載

 →原状回復費の総額は

  ③と同額になる
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申請書類の書き方（様式３：事業及び資金概況書 ③）

「事業費の内訳（資金計

画）」には、自己資金、借

入金、補助金、寄附金別

に記入

「能登半島地震復旧寄附

金」の合計額は、④と同額

とし、「募集対象限度」の

合計額以下とする

募集対象限度の合計額
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申請書類の書き方（様式４：建物等の概要 ①）

○原状回復を予定してい

る建物等について、「①

建物等の種類及び名

称」、「所在地」を記入

被災建物等

→能登半島地震により滅失又

は損壊をした建物等

原状回復建物等

→原状回復する建物等

（被災建物等と原状回復建物

等に変更が無い場合は、「同

左」と記入）
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申請書類の書き方（様式４：建物等の概要 ②）

⑤建物等の規模

 建物等の総面積を登記

簿謄本、財産目録、仕

様書、設計図面などで 

確認して記入

→建物等の規模を総面積

以外で算出することがよ 

り妥当な場合は、（）

内に尺度を記入し、各

欄に数値を記入
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申請書類の書き方（様式４：建物等の概要 ③）

⑦新たに付加された機能
 被災建物等の非収益
事業部分と原状回復建
物等を比較して機能や
構造で変化がある場合
は、その内容を記入

⑨原状回復にかかる総事
 業費

   被災建物等に比べて、
原状回復建物等が大
幅に拡張・変更されてい
る場合のみ記入

→記載する数値は、「⑥の
原状回復建物等」÷被
災建物等－１
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申請書類の書き方（様式４：建物等の概要 ③）

⑩原状回復にかかる総事

業費

   総事業費を記入

 →合計額は、事業及び資

金概況書（様式③）

の「③原状回復費」と同

額

⑪募集対象限度額

 計算式に基づいて、算

出される額が指定寄附

金の募集対象限度額と

なる
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申請書類の書き方（様式５：法人の概要 ）

⑥事業の概要

法人規則に記載の目的

 等を記入

⑦収支内訳書

 申請年度の収支予算

書、前年度及び前々年

度の収支計算書を参考

に記入

→収支予算書を作成され

ていない場合は、過去

３か年の収支決算書で

も可
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申請書類の書き方（様式３～様式５について）

○原状回復する建物等が以下の場合には、様式３～様式５の左上
 にその旨の記載ください。

○建物等に国又は地方公共団体が指定した文化財が含まれている場合

○建物等に宗教法人立の幼稚園、各種学校等が含まれている場合

左上に記載
Ex）
文化財あり等
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申請書類の書き方（添付資料①）

○様式１から様式５の書類作成に加え、以下の資料を添付のうえ、
 申請してください。

①申請年度の収支予算書、前年度及び前々年度の収支計算書

 →収支予算書が作成されていない場合は、過去３年間の収支計算書

 →被災により消失した場合には、代替書類でも構いません。石川県総務課

  法規グループまで、ご相談ください。
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申請書類の書き方（添付資料②）

②建物等が能登半島地震により滅失又は損壊をしたことを証明する書類

 →被災証明書（写し可）、被災届出証明書など

 →原状回復を予定しているものが固定資産の場合、以下の資料が必要

ア：固定資産が能登半島地震発生時に建物・構築物に設置されてい

たことを示す資料

イ：固定資産が設置されていた建物・構築物が能登半島地震により滅

失又は損壊したことを示す資料（被災届出証明書など）

③募集の対象となる原状回復事業費算定の基礎となる見積書等の資料

 →工事請負契約書（写し可）、工事見積書（写し可）など
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宗教法人による募集の開始

○指定寄附金の募集は、石川

 県の確認した日の翌日から

 開始することができます。

○石川県から確認を受けたら、

 募集要項（様式２）をホー

 ムページ等で公開してください。
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寄附金受領の取扱い

○寄附者から寄附を受けた場

 合には、寄附者に確認書の

 写しと寄附受領書を発行し

 てください。

○受領書は、控えを取り、５年

 間保存してください。

○所轄庁が確認した寄附金の

 募集目標額を超えて受け入

れた寄附金については、指定

寄附金の対象とはなりません。
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情 報 公 開

○宗教法人は、原状回復事業が終了するまで、以下のものをインター
 ネットにより公開してください。

○受け入れた寄附金について、原状回復事業に必要となる費用に充
 てるために支出する場合には、支出先から領収書の交付を受け、こ
 の領収書を５年間保存してください。
 →寄附者等から閲覧の求めがあった場合には、正当な理由を除き、

  閲覧させなければならない。

① 寄附金の募集実績（月ごとの件数、金額）（極力１月ごと）

② 原状回復事業実績及び支出実績（１年ごと）
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原状回復事業等の変更

○当初の見積書等の額から、契約時や工事の進展等により金額など
 原状回復事業の内容を変更せざるを得ないときには、事前に石川
 県総務課法規グループまでご相談ください。

○上記の相談後、事業計画の変更の理由及び変更後の原状回復
 事業の具体的内容を説明するのに必要な書類を添えて、石川県に
 再度申請することになります。

→ただし、この場合においても、募集期間を当初の確認を受けた
 日の翌日から３年を超えて延長することはできません。
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報 告

○寄附金募集開始後は、所轄庁に下記の報告が必要です。

①年次報告    募集中（毎会計年度終了後４月以内）

②募集終了報告    寄附金の目標に達した場合、

又は募集期間終了後１月以内

③募集終了後事業報告   募集終了後（毎会計年度終了後４月以内）

④完了報告 原状回復事業終了後（終了後１月以内）

○いずれもホームページへの掲示その他適切な方法で公表してください。
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報 告（年次報告①）

○寄附金の募集中は、毎会計年度終了後４月以内に、以下のこと
 について、資料を添付して、報告してください。

○様式

・能登半島地震復旧寄附金実績報告書（年次報告）

・寄附金に係る事業及び資金概況書（年次報告）

・寄附金実績一覧表

  →月ごとの件数や金額で可（個人名・法人名の公表は不要）

○添付資料

・収支明細帳

・通帳の写し
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報 告（年次報告②）
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報 告（年次報告③）
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報 告（年次報告④）
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報 告（募集終了報告①）

○寄附金の目標額（寄附金限度額）に達した場合又は募集期間
 終了後１月以内に、以下のことについて、資料を添付して、報告し
 てください。

○様式

・能登半島地震復旧寄附金実績報告書（募集終了報告）

・寄附金に係る事業及び資金概況書（募集終了報告）

・寄附金実績一覧表

→月ごとの件数や金額で可（個人名・法人名の公表は不要）

○添付資料

・収支明細帳

・通帳の写し
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報 告（募集終了報告②）
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報 告（募集終了報告③）
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報 告（募集終了後事業報告①）

○募集終了後、現状回復事業がするまで、募集主体の毎会計年度
 終了後４月以内に、以下のことについて、資料を添付して、報告し
 てください。

○様式

・能登半島地震復旧寄附金実績報告書（募集終了後事業報告）

・寄附金に係る事業及び資金概況書（募集終了後事業報告）

○添付資料

・収支明細帳

・通帳の写し
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報 告（募集終了後事業報告②）
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報 告（完了報告①）

○原状回復事業終了後、１月以内に、以下のことについて、資料を
 添付し、報告してください。

○様式

・能登半島地震復旧寄附金実績報告書（完了報告）

・寄附金に係る事業及び資金実績報告書（完了報告）

・建物等の概要

○添付資料

・収支明細帳

・通帳の写し
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報 告（完了報告②）
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報 告（完了報告③）
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